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第５次岡山県消費生活基本計画（案）について 

 

第５次岡山県消費生活基本計画について、昨年１１月に素案を公表し、県議会を

はじめ、消費生活懇談会での議論やパブリック・コメント等の意見を反映し、この

たび、計画（案）を取りまとめた。 

 

１ パブリック・コメント（全体版は別添１） 

(１) 実施期間        令和７年１１月１４日～令和７年１２月１５日 

(２) 件  数        ５件（１団体） 

(３) 主な意見と県の考え方   

  基本目標Ⅱ 消費者教育の推進 

  重点目標１ ライフステージに応じた消費者教育の実施 

番号 意見の要旨 県の考え方 

１ 

自立した消費者の育成は、国や県

が作成した教材を用いた受動的な教

育の実施だけでは不十分である。 

市町村との連携や、学校・地域社

会・職域・家庭・消費者団体などが

主体的に取り組む活動に対する支援

について記載してほしい。 

市町村との連携は、「施策の方向

② 地域社会での消費者教育の推

進」 (P21)に記載するとともに、

「基本目標Ⅰ 重点目標１ 施策の方

向② 市町村の相談体制充実への支

援」(P17)にも、市町村の消費者教

育・啓発の取組を支援する旨を記載

しています。また、各主体による活

動への支援は、「基本目標Ⅲ 消費

者の主体的な活動への支援」(P27)

に記載しています。 

 

２ 素案からの主な変更点（全体版は別添２） 

基本目標Ⅱ 消費者教育の推進 

重点目標３ 消費者教育を担う人材の育成 

頁 素案 案 修正理由 

23 〈施策の方向〉③地域人材の

育成 
 

（前略） 

また、地域の消費者団体関

係者や福祉関係者等を対象と

した講座の実施により、高齢

者等を身近に見守り、啓発す

ることができる人材の育成を

図ります。 

〈施策の方向〉③地域の担い

手の育成 
 

（前略） 

また、地域の消費者団体関

係者や福祉関係者、若年者等

を対象とした講座の実施によ

り、高齢者等を身近に見守

り、啓発することができる人

材の育成を図ります。 

【審議会】 
 

育成の対象

が分かりに

くいとの意

見を踏まえ

修正 
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基本目標Ⅲ 消費者の主体的な活動への支援 

重点目標１ 公正で持続可能な社会を目指した消費生活の促進 

頁 素案 案 修正理由 

27 〈施策の方向〉①エシカル消

費（倫理的消費）の普及啓発 
 

（前略） 

また、より良い消費行動の

ためには、付加価値やコスト

の価格転嫁に対する適切な理

解の促進も必要であり、講座

やイベント等を通じて、そう

した意識の醸成を図ります。 

〈施策の方向〉①エシカル消

費（倫理的消費）の普及啓発 
 

（前略） 

また、環境や資源に配慮し

た商品やサービスは、通常の

ものに比べて高価格な場合が

あることから、より良い消費

行動のためには商品の適正価

格への理解の促進も必要であ

り、講座やイベント等を通じ

て、そうした意識の醸成を図

ります。 

【審議会】 
 

趣旨が分か

りにくいと

の意見を踏

まえ修正 

 

３ 今後のスケジュール（案） 

令和８年３月 策定・公表 
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第５次岡山県消費生活基本計画（案）の概要 
 

１ 計画期間 令和８年度～令和１２年度 
 
２ 基本目標等 

５つの基本目標と、その下に１８の重点目標を定め、総合的に取り組みます。 
 

基本目標Ⅰ 消費者被害の防止・救済 

 
１ 消費生活相談体制の充実 [重点施策] 

２ 配慮を要する消費者の被害防止 [重点施策] 

３ 消費者被害からの救済 

 

基本目標Ⅱ 消費者教育の推進 

 

１ ライフステージに応じた消費者教育の実施 [重点施策] 

２ 若年者への消費者教育の推進 

３ 消費者教育を担う人材の育成 

４ 他の関連する教育との連携 

５ 消費生活に関する啓発・情報提供 

 

基本目標Ⅲ 消費者の主体的な活動への支援 

 

１ 公正で持続可能な社会を目指した消費生活の促進 

２ 消費者の組織活動の促進 

３ 消費者の意見の反映 

 

基本目標Ⅳ 自主的かつ合理的な選択の機会の確保 

  

１ 規格･表示等の適正化 

２ 取引における公正･公平の確保 

３ 公正な価格の形成 

４ 生活必需品の安定供給 

 

基本目標Ⅴ 安全・安心な商品・サービスの確保 

 
１ 生産から消費に至る一貫した食の安全確保 

２ 商品（食品以外）･サービスの安全性の確保 

３ 安心の定着に向けた信頼の確立 
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別添１ 

第５次岡山県消費生活基本計画(素案)に対する 

意見の要旨と県の考え方について 
 

第３章 目標と取組 

  基本目標Ⅰ 消費者被害の防止・救済 

番号 意見の要旨 県の考え方 

１ 

（懇談会） 

発生した被害への対応や消費者へ

の注意喚起だけでなく、技術的な対

応による被害の予防・防御の仕組み

を作るという視点を施策に取り入れ

るべきである。 

消費者被害を未然に防止すること

は重要であると認識しており、記載

内容を追加します。 

２ 

（パブコメ） 

県内の特殊詐欺被害が増加してい

る現状を踏まえた計画となるよう再

検討してほしい。 

自治体による通話録音機能付き電

話等の設置補助や、携帯電話ショッ

プによる迷惑電話対策等の機能説明

の要請、警察や関係団体との情報共

有や広報など、具体的な対策と目標

を記載してはどうか。 

特殊詐欺については、警察等と連

携し、被害防止に努めることとして

おり、「基本目標Ⅳ 重点目標２ 取

引における公正・公平の確保」

(P30)にその旨を記載しています。 

なお、具体的な施策等について

は、社会状況を踏まえながら、適切

に対応してまいります。 

 

  基本目標Ⅱ 消費者教育の推進 

  重点目標１ ライフステージに応じた消費者教育の実施 

番号 意見の要旨 県の考え方 

３ 

（パブコメ） 

自立した消費者の育成は、国や県

が作成した教材を用いた受動的な教

育の実施だけでは不十分である。 

市町村との連携や、学校・地域社

会・職域・家庭・消費者団体などが

主体的に取り組む活動に対する支援

について記載してほしい。 

市町村との連携は、「施策の方向

② 地域社会での消費者教育の推

進」 (P21)に記載するとともに、

「基本目標Ⅰ 重点目標１ 施策の方

向② 市町村の相談体制充実への支

援」(P17)にも、市町村の消費者教

育・啓発の取組を支援する旨を記載

しています。また、各主体による活

動への支援は、「基本目標Ⅲ 消費

者の主体的な活動への支援」(P27)

に記載しています。 
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  重点目標３ 消費者教育を担う人材の育成 

番号 意見の要旨 県の考え方 

４ 

（懇談会） 

「施策の方向③ 地域人材の育

成」という項目名は、表現が抽象的

であり、どういった人が対象なのか

分かりにくい。 

地域で消費者教育を推進し、高齢

者等を見守り・支援する市町村職員

や地域関係者などの担い手を育成す

るという趣旨が伝わるよう、項目名

と記載内容を修正します。 

 

  基本目標Ⅲ 消費者の主体的な活動への支援 

  重点目標１ 公正で持続可能な社会を目指した消費生活の促進 

番号 意見の要旨 県の考え方 

５ 

（懇談会） 

「施策の方向① エシカル消費

（倫理的消費）の普及啓発」の説明

にある「付加価値やコストの価格転

嫁に対する適切な理解の促進」とい

う記載(P27)は意図が伝わりにく

い。 

環境に配慮した商品やフェアトレ

ード商品等は、通常の商品より高価

格な場合があります。 

環境や資源に配慮したより良い消

費行動（エシカル消費）の促進に

は、商品の適正価格に対する消費者

の理解が必要であるという趣旨が伝

わりやすいよう、記載内容を修正し

ます。 

 

  基本目標Ⅳ 自主的かつ合理的な選択の機会の確保 

  重点目標２ 取引における公正･公平の確保 

番号 意見の要旨 県の考え方 

６ 

（パブコメ） 

インターネットに起因する消費者

被害が急増しており、デジタル社会

の進行や消費者被害の実態に関し

て、弁護士会、司法書士会、各消費

生活センターや適格消費者団体と情

報共有を行ってほしい。 

「基本目標Ⅰ 重点目標１ 施策の

方向① 県消費生活センターの充

実」(P16)に、弁護士会等を交えた

研究会において情報共有を行う旨を

記載しています。 

７ 

（パブコメ） 

インターネット取引被害の未然防

止のため、ネットパトロールの実施

やＳＮＳを活用した迅速な注意喚起

を行うなどの施策を記載してほし

い。 

注意喚起等を含めた情報提供につ

いては、「基本目標Ⅱ 重点目標５ 

消費生活に関する啓発・情報提供」

(P25)に記載しています。 
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  目標値 

番号 意見の要旨 県の考え方 

８ 

（パブコメ・懇談会） 

消費者ホットライン１８８の認知

度の目標値の根拠は何か。また、具

体的な施策を計画に明記すべきであ

る。 

第４次計画策定時に、国の目標値

を参考として設定したものですが、

未達成のため、引き続き、同じ目標

値を目指します。 

１８８の周知については、関係機

関と連携して取り組む旨を「基本目

標Ⅰ 重点目標１ 施策の方向① 県

消費生活センターの充実」(P16)に

記載しています。 

９ 

（懇談会） 

「高齢者や障害のある人を対象とし

た出前講座等の実施回数」の「出前

講座等」とはなにか。 

既存事業である消費者啓発セミナ

ーのほか、高齢者等を対象とした新

たな施策を想定しています。 

10 

（懇談会） 

「高齢者や障害のある人を対象と

した出前講座等の実施回数」は、重

点施策３の目標項目とするか、重点

施策２と３を統合してはどうか。 

重点施策２の目標項目でいう「出

前講座等」は、既存事業の消費者啓

発セミナー（そのうちの高齢者や障

害のある人を対象としたもの）のほ

か、新たな事業を想定しており、重

点施策３の目標項目と一部重複して

いますが、重点施策２の趣旨に沿っ

たものであり、素案のままといたし

ます。 

11 

（懇談会） 

第４次計画の目標値から数値が変

わっていないものが多いが、意図を

教えてほしい。 

第４次計画で掲げた目標値は、策

定当時の国の目標値を参考としつつ

、独自に設定したものですが、未達

成であったり、重要な指標であった

りすることから、第５次計画におい

ても継続して目標として掲げていま

す。 
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第４章 計画の進め方 

番号 意見の要旨 県の考え方 

12 

（懇談会） 

様々な主体、大学生等と協働して

施策を推進するといった記載を加え

てほしい。 

様々な団体等との連携について

は、「２ 県民、各種団体等との連

携」(P36)で記載しています。これ

までも、大学生と共同で若者向けの

パンフレットを作成するなどしてお

り、今後も、必要に応じて各主体と

連携し、効果的な施策推進に努めま

す。 
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別添２ 

素案からの変更点 

 

基本目標Ⅰ 消費者被害の防止・救済 

頁 素案 案 修正理由 

16 基本目標Ⅰ 消費者被害の防

止・救済 
 

（前略） 

あわせて、従来から消費生活

上特に配慮を要するとされて

いる高齢者や障害のある人等

については、それぞれの特性

を踏まえたきめ細かな対策が

行えるよう、福祉関係者等と

連携した消費者被害の防止・

救済体制の構築を支援しま

す。 

基本目標Ⅰ 消費者被害の防

止・救済 
 

（前略） 

これらのことから、デジタ

ル技術や機器等の活用も含め

、被害を防ぐ効果的な仕組み

や手法を検討するとともに、

従来から消費生活上特に配慮

を要するとされている高齢者

や障害のある人等については

、それぞれの特性を踏まえた

きめ細かな対策が行えるよう

、福祉関係者等と連携した消

費者被害の防止・救済体制の

構築を支援します。 

【審議会】 
 

消費者被害

の未然防止

について記

載するべき

との意見を

踏まえ修正 

 

重点目標２ 配慮を要する消費者の被害防止 

頁 素案 案 修正理由 

18 〈施策の方向〉④外国人の消

費者トラブルの解決支援 
 

今後も増加が見込まれる在

留外国人や訪日外国人に対す

る情報提供や消費生活相談の

対応を行うとともに、円滑な

コミュニケーションを支援す

るための通訳、翻訳サービス

を提供します。 

〈施策の方向〉④外国人の消

費者トラブルの解決支援 
 

今後も増加が見込まれる在

留外国人や訪日外国人に対す

る情報提供や消費生活相談の

対応を行うとともに、円滑な

コミュニケーションを支援す

るための翻訳サービスを提供

します。 

事業の見直

しに伴う修

正 
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基本目標Ⅱ 消費者教育の推進 

重点目標３ 消費者教育を担う人材の育成 

頁 素案 案 修正理由 

23 〈施策の方向〉③地域人材の

育成 
 

（前略） 

また、地域の消費者団体関

係者や福祉関係者等を対象と

した講座の実施により、高齢

者等を身近に見守り、啓発す

ることができる人材の育成を

図ります。 

〈施策の方向〉③地域の担い

手の育成 
 

（前略） 

また、地域の消費者団体関

係者や福祉関係者、若年者等

を対象とした講座の実施によ

り、高齢者等を身近に見守

り、啓発することができる人

材の育成を図ります。 

【審議会】 
 

育成の対象

が分かりに

くいとの意

見を踏まえ

修正 

 

基本目標Ⅲ 消費者の主体的な活動への支援 

重点目標１ 公正で持続可能な社会を目指した消費生活の促進 

頁 素案 案 修正理由 

27 〈施策の方向〉①エシカル消

費（倫理的消費）の普及啓発 
 

（前略） 

また、より良い消費行動の

ためには、付加価値やコスト

の価格転嫁に対する適切な理

解の促進も必要であり、講座

やイベント等を通じて、そう

した意識の醸成を図ります。 

〈施策の方向〉①エシカル消

費（倫理的消費）の普及啓発 
 

（前略） 

また、環境や資源に配慮し

た商品やサービスは、通常の

ものに比べて高価格な場合が

あることから、より良い消費

行動のためには商品の適正価

格への理解の促進も必要であ

り、講座やイベント等を通じ

て、そうした意識の醸成を図

ります。 

【審議会】 
 

趣旨が分か

りにくいと

の意見を踏

まえ修正 
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基本目標Ⅴ 安全・安心な商品・サービスの確保 

重点目標３ 安心の定着に向けた信頼の確立 

頁 素案 案 修正理由 

33 〈重点目標〉 

３ 安心の定着に向けた信頼

の確立 
 

（前略） 

商品・サービスについて、

県及び関連事業者自らによる

積極的な情報提供を促進する

とともに、関連事業者と消費

者等との情報・意見交換によ

り、消費者の商品・サービス

に対する安心の定着や相互理

解を図り、信頼関係の構築に

努めます。 

〈重点目標〉 

３ 安心の定着に向けた信頼

の確立 
 

（前略） 

商品・サービスについて、

県及び関連事業者自らによる

積極的な情報提供を促進する

とともに、消費者が事業者の

取組を理解する機会の提供等

により、消費者の商品・サー

ビスに対する安心の定着や相

互理解を図り、信頼関係の構

築に努めます。 

事業の見直

しに伴う修

正 

34 〈施策の方向〉②相互理解の

促進 
 

（前略） 

そのため、消費者と情報や

意見の交換をする事業者の活

動の推進や、地域で活躍する

食のリスクコミュニケーター

の支援等を行います。 

〈施策の方向〉②相互理解の

促進 
 

（前略） 

そのため、消費者を対象と

した衛生講習会などで、事業

者が行っている食品の安全確

保の取組についての意見交換

の実施や、地域で活躍する食

のリスクコミュニケーターが

提案する視察研修の支援等を

行います。 

事業の見直

しに伴う修

正 

 

目標値 

頁 素案 案 修正理由 

35 県内の消費生活相談員の研修

参加率 
 

計画策定時：89.1％(R5)  

県内の消費生活相談員の研修

参加率 
 

計画策定時：89.1％(R6)  

統計資料の

更新に伴う

修正 

 

 


